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令和４年第４回（４月）定例教育委員会会議録 

１ 開会及び閉会に関する事項 

１  日  時  令和４年４月27日（水） 

午後２時00分開会 

午後２時34分閉会 

２  場  所  太宰府市役所３階 庁議室 

２ 出席委員の氏名 

教育長        樋 田 京 子 

委 員        野 中 秀 典 

委 員        桑 野 裕 文 

委 員        日下部 寛 行 

委 員        武 藤 佳穂里 

３ 欠席委員の氏名 

なし 

４ 委員を除き会議に出席した者の職氏名 

教育部長       藤 井 泰 人 

教育部理事      堀   浩 二 

学校教育課長     鳥 飼   太 

文化財課長      中 島 恒次郎 

スポーツ課長     大 石 敬 介 

文化学習課長     中 山 和 彦 

社会教育課長     添 田 邦 彦 

社会教育課 

 教育施設担当課長  福 田 久 博 

指導主事       比 嘉 一 人 

指導主幹       丸 山 晴 幹 

教育支援センター所長 岡 野 壽 美 

教務係        山 村 光 司 

社会教育係      池 田 優 佳 
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４月定例教育委員会会議次第 

１ 開  会 

２ 今回会議録の署名委員  桑 野 裕 文 委員 

３ 報  告 

   (1) 教育長報告 

   (2) 各課・館の月間主要行事報告及び計画 

４ 審議案件 

   議案第16号  教育委員会事務局職員の人事について 

   議案第17号  専決事項の承認について（太宰府市社会教育委員の解嘱及び委嘱） 

   議案第18号  専決事項の承認について（令和４年度教務主任等の発令） 

   議案第19号  専決事項の承認について（令和４年度初任者研修指導教員及び専任

補導教員） 

   議案第20号  太宰府市教育支援センター運営委員会委員の解嘱及び選任について 

５ 閉  会 
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午後２時00分 開会 

○社会教育課長 

 定刻になりましたので、ただいまから令和４年第４回４月、太宰府市教育委員会定例会

を始めさせていただきます。 

 教育長、よろしくお願いします。 

○樋田教育長 

 改めまして、皆さん、こんにちは。本日は、全員御出席をいただいております。ただい

まより令和４年第４回太宰府市教育委員会４月定例会を開催いたします。 

［会議録の署名委員］ 

○樋田教育長 

 今回の会議録の署名委員につきましては、会議規則第14条第２項の規定により、桑野委

員を指名いたします。桑野委員は、後日作成されました会議録の署名をよろしくお願いい

たします。 

［教育長報告］ 

○樋田教育長 

 それでは、報告に入ります。 

 まず、教育長報告でございます。 

 ４月につきましては、１日の教職員辞令交付式をはじめ、８日及び12日の小・中学校の

入学式への御臨席、ありがとうございました。学校は新入生を迎えまして、日々の教育活

動も活発化しているところでございます。 

 そのような中、昨日は太宰府市に大雨雷強風注意報が発令をされました。児童生徒の登

下校時の安全確保が心配されましたが、朝の登校時は雨が小康状態で、どの学校も通常ど

おり授業が開始できたところでございます。下校時は、降水量が多い時間と重なりました

ので、少し心配しましたが、それぞれの学校で地域の状況に合わせて下校時間を調整した

り、または下校指導を行うなどの対応をしていただいたところでございます。おかげをも

ちまして、児童生徒の事故等の報告はあっておりません。 

 これから、災害に関する注意報、警報等が出される時期を迎えますので、学校と連携し

ながら児童生徒の安全確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

 続きまして、先日から年度始めの校長会、教頭会を開催しておりますが、新たなメンバ

ーが加わりましたので、今年度の重点施策について改めて確認をするとともに、学校にお

けるコロナ対応についても、引き続きお願いしたところでございます。新学期が始まりま

して、児童生徒の感染はまだ続いておりますので、学級閉鎖を実施せざるを得ない状況も

あります。これから連休を迎え、感染の拡大も懸念されておりますので、今後とも学校で

のコロナ感染症対策には万全を期していかねばならないと考えているところでございます。 

 あわせて、この後、各課の行事関係の報告をいたしますが、関係機関や団体等の総会、

または事業が実施される時期を迎えております。従前のような集合型の総会はできにくい
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と言われる団体もありますが、それぞれで工夫しながら、年間スケジュール等の決定に向

けて、開催方法を工夫されているところでございます。太宰府市教育委員会としましては、

できる限り団体の自主的な活動を支援してまいりたいと考えているところでございます。 

 それから、机上に広報だざいふの５月号を配付いたしております。その中には、メディ

アでも取り上げられましたが、地元の日本経済大学が、ウクライナの避難民学生を受け入

れるに当たり、その支援のため、太宰府市ではクラウドファンディングを行っています。

既に500万円を超える寄附金が集まっておりますが、引き続き、６月末までのクラウドフ

ァンディングを行うこととしているところでございます。 

 そのほかにも、令和４年度の当初予算や事業に関すること、または議会だより、それか

ら人権啓発連続コラムの「手と手をつないで」などの掲載をしておりますので、後ほど御

一読していただければ幸いでございます。 

 本日は、主として、年度初めの異動による人事関係を御審議いただくようにしておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

 何か御質問はございませんでしょうか。よろしいですか。 

［各委員 なしの声］ 

［各課・館の月間主要行事報告及び計画］ 

○樋田教育長 

 それでは、各課・館の行事関係に入ります。 

 まず社会教育課からどうぞ。 

○社会教育課長 

 社会教育課です。まず資料の１ページをお開きください。 

 ４月の行事の報告ということで上げさせていただいております。一番左の行が社会教育

課になります。 

 ４月、各団体の総会の時期になっておりますので、それぞれ準備として運営委員会が開

かれております。 

 ９日に子ども会の総会、21日に青少年市民の会の運営委員会等があります。 

 ８日と22日、第一と第三金曜日になりますが、夜間街頭補導が実施されております。 

 21日には人権啓発事業の企画運営委員会が第１回目として開催されております。 

 続いて２ページ目を御覧ください。 

 ５月の行事の計画であります。 

 同じく一番左が社会教育課になっております。 

 第１と第３金曜日は、夜間街頭補導が実施される予定になっております。 

 ８日には子ども会の指導者の研修会、それと12日には補導連絡協議会の総会、同じく12

日に人権啓発事業企画運営会議２回目が実施されます。 

 13日は今年度の家庭教育学級の開校式が、プラム・カルコアで行うようにしております。 

 17日が青少年育成市民の会総会、25日が定例の教育委員会の会議となっております。 

 以上が５月の行事の計画になっております。 
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 説明は以上でございます。 

○樋田教育長 

 学校教育課、どうぞ。 

○学校教育課長 

 学校教育課です。１ページをお願いいたします。４月の主な行事予定でございます。 

 １日でございますが、小・中学校の先生方の辞令交付式を執り行わせていただきました。 

 ６日には小・中学校の始業式を行っております。８日、12日には中学校と小学校の入学

式を執り行っているところでございます。 

 教育委員の皆様におかれましては、御出席どうもありがとうございました。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

 ５月の主な行事でございますが、15日に中学校の体育会、28日に小学校の運動会、これ

は太宰府南小学校を除きますが、小学校の運動会を予定しております。それぞれコロナの

感染対策を講じて、規模を縮小したような形で実施されるということになっております。 

 以上でございます。 

○樋田教育長 

 文化財課、どうぞ。 

○文化財課長 

 文化財課です。１ページにお戻りください。 

 ４月の日程の終わったものも含めて御報告いたします。 

 文化ふれあい館と大宰府展示館、水城館等との連絡協議をするための定例会議を毎月行

っておりまして、６日と７日にそれぞれ行っております。 

 11日でございますけれども、毎年来られておりますが、久留米にある陸上自衛隊幹部候

補生の、今回は医学生の方々50名ほど、国土最初の防衛地としての水城跡の見学に来られ

ます。 

 19日でございますけれども、景観・市民遺産の取組を行っておりますが、その企画専門

部会、６名の委員の方々に御出席いただいて協議をさせていただいております。 

 コロナの関係でなかなか進めることができませんでしたけれども、水城の樹木整理をボ

ランティアでやっていただいております水城の会を21日に行っております。これは11名の

方に参加をしていただいております。 

 ここに書いておりませんけれども、28日、明日締めで２年前から策定しておりました文

化財保存活用地域計画の文化庁への提出をやっていくことにしております。 

 めくっていただきまして、５月の予定でございます。 

 定例の会議は、文化会館と古都大宰府保存協会の定例会議を、また11、12日にやる予定

にしております。 

 あと、19日に福岡県の市町村文化財保存整備協議会総会が添田町でありますけれども、

本市は副会長市でございますので、出席する予定にしております。 
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 文化財課からは以上でございます。 

○樋田教育長 

 文化学習課、どうぞ。 

○文化学習課長 

 文化学習課でございます。１ページを御覧になってください。 

 定例のおはなし会は全て実施しております。23日土曜日ですが、子供の読書週間という

のが４月23日から５月12日までありますので、それに合わせた形でお話の広場ということ

でおはなし会を開催しております。 

 ２ページ目を御覧ください。 

 ５月につきましても、定例のおはなし会を中心にやっております。プラム・カルコアで

は21、22日で文化協会さんの春の祭典が催されます。二日目の22日日曜日の11時半から式

典をされるということでお聞きしております。 

 26日は、まほろば市民大学の開校式になります。今年は４コース持っておりまして、写

真、ペン字、太極拳、押し花ということで、現在、人数を集約しているところでございま

す。 

 主な５月の行事は以上です。 

○樋田教育長 

 スポーツ課、どうぞ。 

○スポーツ課長 

 スポーツ課です。１ページを御覧ください。４月の行事報告です。 

 ４月８日に第１回中部地区スポーツ推進委員役員会が行われております。13日には、ス

ポーツ少年団の総会、18日にはスポーツ推進委員定例会、21日にはよか倶楽部定例会が開

催されております。 

 昨日26日には、いこいの家事業を実施しておりまして、スポーツ推進委員さんの指導の

下、毎月１回、ニュースポーツや軽体操等を実施しております。 

 続きまして、５月の計画です。２ページを御覧ください。 

 ５月16日に定例のスポーツ推進委員会、19日によか倶楽部定例会、23日に市スポーツ推

進委員の研修を予定しております。また、いこいの家事業を24日に実施する予定でござい

ます。 

 説明は以上です。 

○樋田教育長 

 備考の議会関係ですかね。 

○社会教育課長 

 備考の欄になります。１ページを御覧ください。 
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 一番右側の備考の欄ですが、４月の行事報告ということで、４月の12日に議会の連絡会

が開催されております。 

 ２ページ目に移動してください。 

 ５月の行事計画ということで、５月10日に、同じく議会連絡会が開催される予定になっ

ております。 

 以上でございます。 

○樋田教育長 

 行事関係につきまして、何か御質問はございませんか。 

 日下部委員、どうぞ。 

○日下部委員 

 このたび、家庭教育学級の文集が配付されておりますので、後ほど説明があるかもしれ

ませんが、家庭教育学級開講式の件で何点か質問させていただいてもよろしいでしょうか。 

 まず１点目ですが、本事業はいつからどのような経緯でスタートしたものかを教えてい

ただければと思います。 

○社会教育課長 

 ５月13日に家庭教育学級の開講式があるということで行事報告をさせていただきました

が、この件につきまして、ここ数年は、コロナ禍によって、参加者が年々減ってきており

ます。そこで今年開催するに当たって、幼稚園のほうにＰＲ活動とか参加を呼びかけたり、

あと学校のほうにはもちろんのこと、呼びかけたりはしているんですが、苦労はしている

ところでございます。 

 今年の応募状況は、昨年よりも増になっているところではございますが、日下部委員さ

んの御質問に対して、今日は担当の主幹の丸山のほうがこの場におりますので、説明をさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○指導主幹 

 先ほどの御質問でございますが、51年前に家庭教育学級は始まっております。そのとき

の、どういったふうな経緯で始まったのかというのは私自身がちょっとよく分かってない

んですけども、一貫して、元気と笑顔と親育ち、子育ちというテーマを掲げまして、今ま

でやってきております。 

 ここ近年は、そこのしおりの表に書いていますように、学校と家庭と地域をつなぐ家庭

教育ということで、コミュニティスクールを意識したような題名にして、そこで家庭の保

護者が元気になるというような形で、家庭教育学級を進めているところでございます。 

○日下部委員 

 ありがとうございます。もう２点いいですか。今回も配付されております令和４年度の

家庭教育学級生の応募用紙を拝見いたしますと、提出先が学級担任となっております。各

学校で全児童生徒を対象に配付されているものという理解でよろしいでしょうか。 
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 また、もう１点、ホームページを拝見する限り、卒業生の保護者さんも対象ということ

のようですが、まずそれ自体が可能であるかという点と、可能ならばその応募方法も重ね

て教えていただければと思います。 

○樋田教育長 

 丸山主幹どうぞ。 

○指導主幹 

 それでは、私から少し御説明をさせていただきたいと思っております。 

 まずは、家庭教育学級の大きな特色といいますか、ほかの市にない特色を少し話させて

いただいてもよろしいでしょうか。 

 まず、本市では小学校が７校、中学校が４校ございます。11校ですから、基本的にはそ

れぞれ１校ずつ学級があるのが本当だろうと思っていますけれども、先ほどから出ていま

すように、学級生徒数がどうしても、コロナの影響もありまして、減少傾向にございます

ので、だいたい一学級10人をめどにしながら、ブロックごとに、また近隣の学校ごとにグ

ループをつくっております。 

 昨年は６学級できているところでございます。今年度も、そのような学級数でスタート

できるんじゃないかなというふうに思っております。 

 また、学級生は、学期ごとに自分たちで運営をしていくというのを基本というふうに考

えております。講話が４コマ、実習は１コマ、社会見学が１コマ、コマ数が６コマござい

まして、それを年間で計画を立てていきます。 

 招聘する講師のほうも学級生で選択して、自分たちが興味のあることとか課題について

招聘をしていきます。そのように市が用意しました、今までに51年間のストックがござい

ます。約130名ほどの講師をこれまでに呼んでいますので、その中から、あるいは自分た

ちで探してきて選択していきます。その中で、自分たちで講師のほうと打ち合わせをした

り、また、進行等、謝礼等も学級生たちで進めていったりすることが特色じゃないかなと

いうふうに思っています。どうしてもほかの市では参加者が減少になりまして、市が用意

したプログラムの中で進行していくというふうになっておりますが、うちはあくまでも学

級生が自主的に参加をしていくということ、また、自主的な活動をしていくということを

基本的な考えとしております。その中で、お手元にありますような文集を自分たちで作成

をして１年間のまとめをしていくというような形にしております。 

 その中で、学校のほうにも御協力を願って、案内を全生徒にお配りします。そのときに、

学級生は学校へ申込書を出すんですけども、一番多いのは、前年度に残るか残らないかの

アンケートをしまして、もうほとんどの学級生が残ります。ただ、その中で学級生が口コ

ミでほかの学級生を呼んでくるというのが、一番集まる率が高うございます。そういうこ

とで、１回学級へ入っていくと、そこからよさが分かると思います。今こういう時期でご

ざいますので、横のつながり縦のつながり、また先ほどＯＢという話が出ましたけれども、

卒業しても、中学生を出てもまだ残れるという制度をつくっておりますので、また、先輩

の保護者からいろんな話を聞いたり、子育ての話をしたりとかいうところでも、非常に成

果が上がっていってるんじゃないかなというふうに考えております。 
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 すみません、長くなりました。以上でございます。 

○日下部委員 

 ありがとうございます。御解答いただいた内容を踏まえて、改めて、異なる学年、異な

る学校の保護者さんのつながりや交流ができる大変すばらしい事業であるなと実感してお

ります。特に、昨今、人とのつながりが大きく変化する中において、今だからこそこうし

た取組の重要性が増しているとも感じました。 

 今年度は既に申込み期間は終了されているかと思いますけども、私もこの内容を積極的

にいろんな方に発信していきたいという思いでおります。 

 以上です。 

○樋田教育長 

 ありがとうございました。 

○社会教育課長 

 １点よろしいですか。 

 今、募集は終わっているんですが、年間を通して参加者の募集はしているところでござ

います。途中からでも構いませんので、ネットワークということで、皆様からのお誘い、

お声かけをいただければありがたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○日下部委員 

 はい、ありがとうございます。 

○樋田教育長 

 ほかに御質問はございませんか。よろしいでしょうか。 

［各委員 なしの声］ 

［議案第16号 教育委員会事務局職員の人事について］ 

○樋田教育長 

 それでは、審議案件に移ります。 

 議案第16号を議題といたします。 

 事務局の朗読を求めます。 

○事務局 

 議案第16号、教育委員会事務局職員の人事について。 

 標記について、承認を求める。 

 令和４年４月27日、太宰府市教育委員会教育長、樋田京子。 

○樋田教育長 
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 提案理由の説明をお願いします。 

○教育部長 

 それでは、議案第16号、教育委員会事務局職員の人事について御説明をいたします。 

 今回の人事異動につきましては、内示の時期が、前回の教育委員会、３月の教育委員会

と前後しておりまして、今回の御報告とさせていただいておりますこと、御了承いただき

たいと思います。 

 それでは、内容の御説明をいたします。 

 資料の４ページ、５ページになります。 

 まず、４月１日金曜日の発令になっておりまして、新規採用職員が、教育委員会の慣例

では３名新たに配属をされております。 

 また、人事交流等の関係職員といたしまして、２名が今回の異動で教育委員会のほうに

移ってきております。 

 また、課長職といたしまして、ここに記載しております５名の異動があっております。 

 ５ページになります。 

 係長職といたしまして、２名の職員が教育委員会に異動で移ってきております。 

 また、一般職につきましては、２名が教育委員会のほうに異動してきております。 

 また、再任用職員につきましては、こちらにあります、表が二つに分かれておりますが、

合計で９名の再任用職員が教育委員会に配置されております。 

 ここに御紹介いたしました計23名、こちらが令和４年４月１日付の人事異動で異動にな

った職員になります。 

 説明は以上になります。 

○樋田教育長 

 質疑討論を行います。質疑等はございませんか。 

［各委員 なしの声］ 

○樋田教育長 

 それでは、この件につきましては、一括して挙手により賛否を求めたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

［各委員 異議なしの声］ 

○樋田教育長 

 では、議案第16号を承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

［各委員 挙手］ 

○樋田教育長 

 全員挙手でございます。よって、議案第16号は可決をされました。 

［議案第17号 専決事項の承認について（太宰府市社会教育委員の解嘱及び委嘱）］ 
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○樋田教育長 

 次に、議案第17号を議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

○事務局 

 議案第17号、専決事項の承認について（太宰府市社会教育委員の解嘱及び委嘱）。 

 標記について、専決したので報告し、承認を求める。 

 令和４年４月27日、太宰府市教育委員会教育長、樋田京子。 

○樋田教育長 

 提案理由の説明を求めます。 

○社会教育課長 

 社会教育課です。資料の６ページをお開きください。 

 議案の第17号につきましては、社会教育法及び太宰府市社会教育委員に関する条例に基

づき、７ページに名簿があります方を社会教育委員として解嘱及び委嘱をすることとして

専決したことを報告し、承認を求めるものであります。 

 委員の選考につきましては、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する

活動を行う者並びに識見を有する者の中から、教育委員会が委嘱、該当しなくなったとき

には解嘱することとなっております。 

 これまで校長会の推薦により、水城西小学校の渡辺校長先生を委員として委嘱をしてお

りましたが、４月１日の人事異動により、今年度から国分小学校の香月校長先生を御推薦

いただきましたので、解嘱及び委嘱をするものであります。 

 委員の任期につきましては、前任の残任期間ということで、令和５年５月31日までにな

っております。 

 説明は以上でございます。 

○樋田教育長 

 この件につきまして、質疑、討論を行います。 

 質疑、討論はございませんか。 

［各委員 なしの声］ 

○樋田教育長 

 それでは、この件につきまして、一括して挙手により賛否を求めたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

［各委員 異議なしの声］ 

○樋田教育長 

 それでは、議案第17号を承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

［各委員 挙手］ 
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○樋田教育長 

 全員挙手でございます。よって、議案第17号は可決をいたしました。 

［議案第18号 専決事項の承認について（令和４年度教務主任等の発令）］ 

○樋田教育長 

 それでは、続きまして議案第18号を議題といたします。 

 事務局の朗読を求めます。 

○事務局 

 議案第18号、専決事項の承認について（令和４年度教務主任等の発令）。 

 標記について、専決したので報告し、承認を求める。 

 令和４年４月27日、太宰府市教育委員会教育長、樋田京子。 

○樋田教育長 

 提案理由の説明を求めます。 

○学校教育課長 

 学校教育課でございます。議案第18号について御説明をさせていただきます。 

 こちら、資料の12ページをお願いいたします。 

 それから、９ページの一覧表を差し替えとして配付をさせていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 小・中学校の教務主任、学年主任におきましては、太宰府市学校管理運営規則の第21条

第２項の規定に基づきまして任命を行っております。令和４年度につきましては、議案書

９ページの名簿のとおり、４月１日付で任命をし、辞令の発令を行っておりますので、太

宰府市教育委員会事務専決規定第２条の規定により御報告をさせていただきまして、この

承認を求めるものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○樋田教育長 

 議案第18号につきまして、質疑、討論を行います。 

 質疑、討論はございませんか。 

［各委員 なしの声］ 

○樋田教育長 

 それでは、議案18号につきましても一括して賛否を求めたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

［各委員 異議なしの声］ 

○樋田教育長 
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 それでは、議案第18号を承認することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

［各委員 挙手］ 

○樋田教育長 

 全員挙手でございます。よって、議案第18号は可決いたしました。 

［議案第19号 専決事項の承認について（令和４年度初任者研修指導教員及び専任補導教員）］ 

○樋田教育長 

 続きまして、議案第19号を議題といたします。 

 事務局の朗読を求めます。 

○事務局 

 議案第19号、専決事項の承認について（令和４年度初任者研修指導教員及び専任補導教

員）。 

 標記について、専決したので報告し、承認を求める。 

 令和４年４月27日、太宰府市教育委員会教育長、樋田京子。 

○樋田教育長 

 提案理由の説明を求めます。 

○学校教育課長 

 それでは、議案第19号について御説明をさせていただきます。 

 資料の10ページ、11ページをお願いいたします。 

 令和４年度に採用されました新任教員に対します初任者研修の教科指導教員の発令につ

いては、教育公務員特例法第23条第２項及び福岡県教育委員会の初任者研修実施要領に基

づきまして、拠点校の学校長が適任者を推薦し、太宰府市の教育委員会が任命するものと

なっております。 

 今年度の初任者研修対象の新規採用教員は、小学校10名、中学校６名となっておりまし

て、太宰府東小学校の山本教諭、水城西小学校の富松教諭、太宰府西小学校の近藤教諭、

学業院中学校の守江教諭、太宰府西中学校の吉住教諭に指導教諭の辞令発令を行っており

ます。 

 専任補導教員につきましては、学業院中学校の坂口教諭を選任し、辞令発令を行ってお

ります。 

 令和４年度につきましては、11ページの名簿のとおり、４月１日付で任命し、辞令の発

令を行っておりますので、太宰府市教育委員会事務専決規定第２条の規定により御報告を

させていただきまして、この承認を求めるものでございます。 

 以上でございます。 

○樋田教育長 

 議案第19号につきまして、質疑、討論を行いたいと思います。 
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 質疑、討論はございませんか。 

［各委員 なしの声］ 

○樋田教育長 

 それでは、なしということでございますので、議案第19号につきましても一括して挙手

により賛否を求めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

［各委員 異議なしの声］ 

○樋田教育長 

 それでは、議案第19号を承認することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

［各委員 挙手］ 

○樋田教育長 

 全員挙手でございます。よって、議案第19号は可決をいたしました。 

［議案第20号 太宰府市教育支援センター運営委員会委員の解嘱及び選任について］ 

○樋田教育長 

 続きまして、議案第20号を議題といたします。 

 事務局の朗読を求めます。 

○事務局 

 議案第20号、太宰府市教育支援センター運営委員会委員の解嘱及び選任について。 

 標記について、承認を求める。 

 令和４年４月27日、太宰府市教育委員会教育長、樋田京子。 

○樋田教育長 

 提案理由の説明を求めます。 

○学校教育課長 

 それでは、太宰府市教育支援センター運営委員会委員の解嘱及び選任について御説明を

させていただきます。 

 お手元の資料の12ページをお願いいたします。関係法令につきましては、20ページから

21ページとなりますので、併せてよろしくお願いいたします。 

 太宰府市教育支援センター運営委員会委員の委嘱につきましては、同委員会規則第３条

に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱することになっております。運営委員13名のう

ち、４月１日付の人事異動によりまして３名の方が異動になりましたので、３月31日をも

って太宰府市教育支援センター運営委員の職を解嘱するとともに、太宰府市教育支援セン

ター運営委員会規則第４条第１項の規定に基づき、前任者の残任期間である令和４年７月

17日までの間、新任の方に対して委員の委嘱を行うものでございます。 

 説明は以上でございます。 
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○樋田教育長 

 それでは、議案第20号につきまして、質疑、討論を行います。 

 質疑、討論はございませんか。 

 はい、どうぞ。 

○桑野委員 

 議案第17号の委嘱、解嘱と議案第20号の解職及び選任、資料13ページの選任。以上の言

葉の確認です。 

○社会教育課長 

 すみません、この提案理由の「解職」の「職」の字が間違っておりますので、こちらを

訂正していただければと思います。 

 今日、承認をいただくことができたら、こちらの方を選任ということで、あと事務局の

ほうで教育長の決裁を採って委嘱をしていくということになっていくと思います。 

○桑野委員 

 議案第20号は、選任ですね。 

○社会教育課長 

 選任です。 

○桑野委員 

 ７ページの場合は、選任ですね。 

○社会教育課長 

 ７ページですね、附属機関になっておりませんので、教育長のほうで専決をさせていた

だいたということで、報告になっております。 

○桑野委員 

 そういうことですね、分かりました。 

 では議案のところの訂正だけですね。 

○社会教育課長 

 はい、すみません。 

○樋田教育長 

 申し訳ありません。誤字がありましたので、訂正をお願いいたします。 

 ほかに質疑等はございませんか。よろしいでしょうか。 

［各委員 なしの声］ 
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○樋田教育長 

 それでは、第20号につきましても、一括して挙手で賛否を求めたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

［各委員 異議なしの声］ 

○樋田教育長 

 それでは、議案第20号を承認することに賛成する方の挙手を求めます。 

［各委員 挙手］ 

○樋田教育長 

 全員挙手でございます。よって、議案第20号は可決されました。 

 ほかに、議題とする議案はございませんか。 

［各委員 なしの声］ 

○樋田教育長 

 ないようでしたら、以上で本日の日程は全て終了となります。 

 これをもちまして、４月定例会を閉会したいと思いますが、御異議ございませんか。 

［各委員 異議なしの声］ 

○樋田教育長 

 異議なしと認め、これで４月定例会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後２時34分 閉会 






